
 

 

別記 

第１号様式（第２条関係） 

使用済核燃料税  
申 告 書 

修正申告書 

年  月  日  

 柏崎市長 様 

納税義務者              

住   所             

（所在地）             

氏   名          ○印  

（名 称）             

 法人番号               

 新潟県柏崎市使用済核燃料税条例第９条の規定により、下記のとおり申告します。 

記 

こ の 申 告 の 担 当 部 課 名 等 

部 課 名  

担当者名  

電話番号  

申 告 区 分 摘    要 
課税標準 

（キログラム） 
税率（円） 税 額（円） 

申 告 

納 付 額 

申告額（基本分）    

申告額（経年累進課税分）１年目    

申告額（経年累進課税分）２年目    

申告額（経年累進課税分）３年目    

申告額（経年累進課税分）４年目    

申告額（経年累進課税分）５年目以後    

計 ①    

納 付 年 月 日           年    月    日 

修 正 申 告

納 付 額 

修正申告額（基本分）    

修正申告額（経年累進課税分）１年目    

修正申告額（経年累進課税分）２年目    

修正申告額（経年累進課税分）３年目    

修正申告額（経年累進課税分）４年目    

修正申告額（経年累進課税分）５年目以後    

計 ②    

差引増差額（②－①）    

増差税額納付年月日           年    月    日 

備 考  

注 課税標準（キログラム）の算出に当たっては、別紙「課税標準に関する明細書」に基づき計算した

数値（１キログラム未満の端数は切捨て）を記載する。 

   申告額（基本分）の課税標準（キログラム）は、経年累進分を含む全量とする。 

 



 

 

別紙 

課税標準に関する明細書 

 

１ 基本分 

使用済核
燃料保管
号機 

１月１日現
在の保管体
数① 

①のうち、
一時照射済
核燃料の保
管体数② 

①のうち、
所外搬出の
ためキャス
クに保存し
ている体数
③ 

課税対象とな
る保管体数 
(①－②－③) 

④ 

④に対する使用済
核燃料に係る原子
核分裂をさせる前
の核燃料物質の重
量（グラム） 

備 考 

       

       

       

       

合 計 
      

 注 号機ごとに記載する。 

 

２ 経年累進課税分（１年目） 

使用済核
燃料保管
号機 

１基本分の④のうち課税
対象となる保管体数 

⑤ 

⑤に対する使用済核燃料に
係る原子核分裂をさせる前
の核燃料物質の重量（グラ
ム） 

備 考 

    

    

    

    

合 計 
   

 注 号機ごとに記載する。 

 

３ 経年累進課税分（２年目） 

使用済核
燃料保管
号機 

１基本分の④のうち課税
対象となる保管体数 

⑤ 

⑤に対する使用済核燃料に
係る原子核分裂をさせる前
の核燃料物質の重量（グラ
ム） 

備 考 

    

    

    

    

合 計 
   

 注 号機ごとに記載する。 

 



 

 

４ 経年累進課税分（３年目） 

使用済核
燃料保管
号機 

１基本分の④のうち課税
対象となる保管体数 

⑤ 

⑤に対する使用済核燃料に
係る原子核分裂をさせる前
の核燃料物質の重量（グラ
ム） 

備 考 

    

    

    

    

合 計 
   

注 号機ごとに記載する。 

 

５ 経年累進課税分（４年目） 

使用済核
燃料保管
号機 

１基本分の④のうち課税
対象となる保管体数 

⑤ 

⑤に対する使用済核燃料に
係る原子核分裂をさせる前
の核燃料物質の重量（グラ
ム） 

備 考 

    

    

    

    

合 計 
   

注 号機ごとに記載する。 

 

６ 経年累進分（５年目以後） 

使用済核
燃料保管
号機 

１基本分の④のうち課税
対象となる保管体数 

⑤ 

⑤に対する使用済核燃料に
係る原子核分裂をさせる前
の核燃料物質の重量（グラ
ム） 

備 考 

    

    

    

    

合 計 
   

注 号機ごとに記載する。 


